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議員案第２号  

 

   栃木市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について    

 

 栃木市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように制定するものとす

る。  

 

                     令和３年３月２６日提出  

             提出者 栃木市議会議員 大 谷 好 一  

             同   同       川 上   均  

             賛成者 同       森 戸 雅 孝  

             同   同       小久保 かおる  

             同   同       針 谷 育 造  

             同   同       氏 家   晃  

           同   同       松 本 喜 一   

同   同       福 田 裕 司   

同   同       中 島 克 訓  

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

   栃木市議会会議規則の一部を改正する規則  

 

 栃木市議会会議規則（平成２２年栃木市議会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第２条第１項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出

産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第２項中「日数を定めて」

を「出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日か

ら当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明

らかにして」に改める。  

 第８９条第１項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の

出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第２項中「日数を定めて」

を「出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日か

ら当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明

らかにして」に改める。  

 第１３２条第１項中「、請願者の住所及び氏名（法人の場合は、その名称

及び代表者の氏名）を記載し、請願者が押印」を「及び請願者の住所を記載

し、請願者が署名又は記名押印」に改め、同条中第６項を第７項とし、第３

項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、同条第２項中「請願を」を「前２項

の請願を」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。  

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法

人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければな

らない。  
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附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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議員案第２号  

 

   栃木市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について  

 

提案理由  

 女性をはじめとする多様な市民が議員として活動するに当たっての制約要

因の解消に資するため及び行政手続等において原則として押印を廃止する政

府の政策動向を踏まえ、栃木市議会会議規則の一部を改正することについて、

議会の議決を求めるもの。  

◎改正の概要  

１ 本会議及び委員会における欠席の届出を改めること。（第２条及び第８９

条関係）  

２ 請願書における押印に係る規定を改めること。（第１３２条関係）  

 

〔参照条文〕  

   地方自治法抜粋  

 （議決事件）  

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければな

らない。  

(1)～(14) 略 

(15) その他法律又はこれに基づく政令（これらに基づく条例を含む。）に  

より議会の権限に属する事項 

２ 略 
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議員案第 号 

栃木市議会会議規則の一部を改正する規則 

現           行 

（欠席の届出） 

第２条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け

出なければならない。 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出すること

ができる。 

 

 

（欠席の届出） 

第８９条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に

届け出なければならない。 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出するこ

とができる。 

 

 

（請願書の記載事項等） 

第１３２条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名（法人の場

合は、その名称及び代表者の氏名）を記載し、請願者が押印をしなければならない。 

 

 

２ 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。 

３ 略 

４ 略 

５ 略 

６ 略 
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改     正     案 

（欠席の届出） 

第２条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため

出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４

週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにし

て、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

 

（欠席の届出） 

第８９条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のた

め出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４

週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにし

て、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。 

 

（請願書の記載事項等） 

第１３２条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者

が署名又は記名押印をしなければならない。 

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載

し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。 

３ 前２項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。 

４ 略 

５ 略 

６ 略 

７ 略 


